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お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
福
祉
課

緯
６
６
２
倆
３
１
６
２

『
高
齢
者
等
優
待
乗
車
証
交
付
事
業
』

市
内
を
走
る
路
線
バ
ス
を
１
回
１
５
０
円
で
利
用
で
き
ま
す
！

　
利
用
対
象
者

養
父
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
さ
れ
る
方

①
満
　
歳
以
上
の
方

７０

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

　
て
い
る
方

③
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

　
制
度
概
要

　
全
但
バ
ス
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
含
む
）
を
利
用
す

る
際
、
養
父
市
内
を
走
行
す
る
区
間
の
運
賃
を
１
回
の
乗
車
に
つ
き
１
５
０
円
で

利
用
で
き
ま
す
。

　
利
用
方
法

　
バ
ス
を
降
り
る
際
に
、
優
待
乗
車
証
を
運
転
手
に
提
示
し
て
、
整
理
券
と
１
５

０
円
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　
注
意
点

①
バ
ス
を
１
回
降
車
す
る
ご
と
に
１
５
０
円
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
バ
ス
を
乗

　
り
継
い
だ
場
合
は
２
回
の
乗
車
と
な
り
、
さ
ら
に
１
５
０
円
が
必
要
で
す
。

②
全
但
バ
ス
が
販
売
し
て
い
る
回
数
券
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

申請忘れて
いませんか？

高齢者・障害者向け
助成制度

　
養
父
市
で
は
、
高
齢
者
の
方
や
障
害
の
あ
る
方
の
福
祉
の
向
上
を
目
的
に
し

た
複
数
の
助
成
制
度
を
本
年
４
月
に
創
設
し
ま
し
た
。

　
該
当
さ
れ
ま
す
方
は
、
市
役
所
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
忘
れ
ず

に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。



55 市広報やぶ　２ ０ ０ ９年９月

　
制
度
概
要

　
利
用
対
象
者

　
養
父
市
に
住
所
を
有
し
、
現
に
市
内
の
住
宅
に
住
ん
で
い
る
　
歳
以
上
の
高
齢

７０

者
の
み
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
世
帯
主

※
助
成
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
規
格
に
沿
っ
た
警
報
器
を
設
置
が
義
務

　
付
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
適
切
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

『
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
助
成
事
業
』

　
火
災
か
ら
対
象
者
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
を
目
的
に
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
す
る
た
め
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
助
成
内
容

　
養
父
市
火
災
予
防
条
例
に
規
定
す
る
住
宅
の
部
分
（
設
置
場
所
は
養
父
市
消
防

本
部
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
に
設
置
さ
れ
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
（
原
則

と
し
て
煙
式
）
の
購
入
費
お
よ
び
取
り
付
け
費
に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
平
成
　
年
４
月
１
日
以
降
に
設
置
さ
れ
た
火
災
警
報
器
で
平
成
　
年

２１

２３

　
３
月
　
日
ま
で
に
申
請
の
あ
っ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

３１

　
な
お
、
助
成
額
に
は
次
の
と
お
り
上
限
が
あ
り
ま
す
。

●
 設
置
箇
所
が
「
１
」
の
場
合
は
　
　
　
　
５
，
５
０
０
円
ま
で

●
 設
置
箇
所
が
「
２
以
上
」
の
場
合
は
　
１
１
，
０
０
０
円
ま
で

　
申
請
方
法

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
取
り
付
け
た
後
、
市
役
所
福
祉
課
ま
た
は
各
地
域
局
に

速
や
か
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
書
類
】
①
交
付
申
請
書
　
②
請
求
書
　
③
対
象
経
費
の
支
出
の
内
訳
書

（
納
品
書
等
）　
④
領
収
書
（
原
本
）

　
制
度
概
要

　
利
用
対
象
者

　
養
父
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
満
　
歳
以
上
の
方

７０

②
 身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

　
て
い
る
方

『
温
泉
施
設
入
浴
料
助
成
事
業
』

市
内
温
泉
施
設
の
入
浴
料
等
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
！

　
対
象
者
の
健
康
の
保
持
・
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
市
内
の
温
泉

施
設
を
利
用
さ
れ
る
際
の
入
浴
料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
助
成
内
容

　
市
内
の
４
温
泉
施
設
の
入
浴
料
を
１
回
の
利
用
に
つ
き
２
０
０
円
助
成
し
ま
す
。

助
成
後
の
個
人
負
担
額
は
、
い
ず
れ
の
施
設
に
お
い
て
も
１
回
４
０
０
円
と
な
り

ま
す
。

※
と
が
や
ま
温
泉
の
ケ
ア
浴
場
は
１
回
の
利
用
に
つ
き
５
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

　
申
請
方
法

　
温
泉
施
設
を
利
用
さ
れ
る
際
、
温
泉
施
設
の
受
け
付
け
に
て
利
用
対
象
者
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
）

を
提
示
の
う
え
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
の
申
請
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
！


